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実質０円

ろうきんのキャッシュカードなら
ATMお引き出し手数料が

東北労働金庫

～「With コロナ」と給特法改正から私たちの運動を考える～
　今年度の県教組大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大会代議員による書面決議となりました。
原案採決は、９月24日に行われ、可決されました。修正案は17本提出され、うち２本が採決、１本が秘密無記名

投票による採決となり、いずれも否決となりました。また、
９月26日には、代議員によるオンライン意見交換会が行わ
れ、コロナ禍における官制研の持ち方、教育と政治の関係な
ど、様々な事を考えさせられる意見が述べられました。また、
県教組運動をどのようにして未来の教職員へつないでいく
か、今の私たちの行動にかかっていると改めて気づかされま
した。
　異例づくしの大会でしたが、代議員のみなさんご協力あり
がとうございました。修正案の詳しい内容等については、９
月28日付けで各支部と各代議員へ郵送いたしました。

　今年度は12人のメンバーで活動しています。Zoomを活用して青
年部常任委員会を開催しました。例年夏と冬に学習会やスポーツレ
ク、交流会を開催していましたが、今年度は多くの方を集めて開催
することが難しいと判断し、オンラインでのヨガ教室を予定してい
ます！2021年１月16日16時から開催予定です。詳細は後日チラシで
お知らせします。お楽しみに !!

青年部はオンラインで活動中♬

養護教員部
常任委員会開催

臨時採用教職員部
常任委員会開催

女性部副部長選挙
定数内で当選

　８月22日郡山教組会館にて
常任委員会を開催しました。
保健室から見たコロナ禍にお
ける子どもたちの様子や、養
護教諭としての働き方改革が
話題になりました。

　４月から任用形態や諸権利、
賃金面で大幅に変更がありま
した。しかし、まだまだ職場
内で共有されていない課題が
多いことを確認し、今後の活
動方針について協議しました。

　９月９日に女性部副部長選挙が公
示されました。立候補者は、定数内
だったため投票を行わず、以下の２
人の当選となりました。
福島支部　佐藤　英子さん
郡山支部　酒井小百合さん

県教組大会書面にて議決

各専門部のとりくみも始動！
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　2020年４月１日から「給特法の一部を改正する法律」の第７条関係が施行となり、教員の公立学校におけ
る勤務の根幹が大きく変わっています。
　新型コロナウイルス対応で落ち着かない状況が続きますが、私たちの業務計画ともいえる、2021年度の学
校での諸計画の作成に必ず反映させなければならない最重要事項です。

特集 教員「定額使い放題」からの脱却！

　教員の勤務は「特殊性」があるから、
管理者（教育委員会・校長）は時間外
勤務には関知しません。「自発的」な
ものだから、時間あたり25％増の残業
手当は出しませんよ。月給の４％の調
整額で子どもたちのために精いっぱい
献身してください。
　やりがいありますよ～。

　今回の指針で労働基準法上、教員
「定額使い放題」はできなくなってし
まいました。だから、みんなで業務を
減らしてください。大衆教育にお金を
かけたくないので、教職員の数は増や
しませんし、総額で１兆円かかる残業
代の支払いは現行の調整額で勘弁して
ください。教育行政 教育行政

2020年4月1日

18：00 18：00

Before After

2020．４．１以前の解釈だと…
教員は自らの判断で「自発的に」
時間外勤務をしている。

だから↓

2020．４．１以降の解釈になると…
　教員が校内に在校している時間及び
校外での時間（部活動等の引率・指導
等）も「在校等時間」ととらえる。

　管理者（教育委員会・校長）に
は、教職員の健康を管理し働き過
ぎを防ぐ責任がある。

　校長は、教員に時間外勤務を命
じてないのだから時間外勤務は存
在しない。

今まで知らんぷり
してたでしょ！

やりがいあるう～！
私12時間学校で
仕事してるわ！

退勤時に
帰りずら～い。

通院あるんだけど。
子育て・介護中の人は
身が持たないよ…。

時間外でも
労基法対象
なんて
当たり前
でしょ。

勤務時間内業務

勤務時間内業務

実質は
←休憩

←勤務時間外業務
今さら…
ですよね。
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これが
実態！

ところが…。
　福島県教育委員会は、文科省の告示（今年１月）から半年以上経過した現在でも県議
会に条例化の提案をしていません！
　全国では、８月７日現在で47都道府県のうち33都道府県が施行済みです。

【改正給特法第７条の内容】

◎時間外在校等時間（超勤時間）上限
360時間／年、45時間／月以内

部活動の時間も含む

○教員の在校時間に対し ICT 活用やタイ
ムカードなどによる客観的な計測・記録
の保存

○（市町村教委による）勤務実態、状況把
握、在校等時間の長時間化を防ぐ取り組
みの実施

○実際より短い虚偽の時間を記録に残す、
または残させることの禁止（懲戒対象）

○「持ち帰り残業を行わない」を原則とし
た、実態の把握と縮減に向けた取組　等

県教委へ　改正給特法第７条関係の早期条例化を求めています!!

給特法コンプライアンスで、超勤は無いことにしていたのだから
改正給特法コンプライアンスで、業務量制限を実施してください！

年360時間ということは…。一月平均30時間。
１日にすると約1.5時間 18：00退勤だと
すぐに上限を超えちゃいます！

上限規制をクリアしているのはＦ校のみです。

【自己実現系ワーカホリック】自分の趣味や興味・関心と仕事の内容が一致し、仕事（＝趣味）に私生活の多くを犠牲
にして打ち込んでしまう状態。これはときおり、仕事に打ち込むあまり、家庭や自分の健康などを犠牲とするような状態。

学校の管理運営一切の責任を有する校長や教育委員会は、
教職員の健康を管理し働き過ぎを防ぐ責任があり、

勤務時間外での業務を行う時間を含めて管理を行うべし！

「やりがい搾取」の現状を認識して、
「自己実現系ワーカホリック」から脱却しよう！

今だから「学校あるある」を見直そう！　こんなことからはじめてみた！

清掃や委員会活動って、
毎日やらなきゃいけないの？

毎日やらなくて
もいいです！
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みんなのひろばみんなのひろば

福島県内おすすめの場所
～中島村の汗かき地蔵～

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省認可 

教職員共済生活協同組合 福島県事業所 
TEL：(024)523-3011 

みんなのひろば

　その昔、川上から何やら大
きい塊が流れてきました。村
人が近づくと、なんと大きな
地蔵様！２ｍもの巨体のた
め、大勢でやっと救い出しま
した。「どこから流れてきたか
は分からないが、野ざらしで
はかわいそう」と村人はお堂
を建てました。ある晴れた日
に、ふと地蔵様を見ると、ビッ
ショリと濡れている…。なぜ
だろうと思っていると、翌日
に地震があったそうです。そ
の後も、地蔵様が濡れると災
害が起こり、「地蔵様は危機
を知らせるために汗をかいて
いる」と言われるようにな
り、汗かき地蔵と呼ばれ、今
でも愛されています。汗かき
地蔵様に会って、みんなもパ
ワーをもらってください！

～中島村「汗だくさん」より～
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